
平
成
二
十
九
年
政
令
第
十
号

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
七
条
の
十
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
を
課
す
る
こ
と
等
の
告
示
）

第
一
条
　
財
務
大
臣
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
第
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
（
以
下
「
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
」
と
い
う
。
）
を
と
る
こ
と
又
は
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
を
変
更
し
、
若
し
く
は
廃
止

す
る
こ
と
（
以
下
「
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
に
係
る
措
置
」
と
い
う
。
）
が
決
定
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
に
係
る
措
置
の
対
象
と
な
る
国
（
固
有
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
制
度
を
有
す
る
地
域
を
含
む
。
）

二
　
当
該
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
に
係
る
措
置
の
対
象
と
な
る
貨
物
の
品
名
、
銘
柄
、
型
式
及
び
特
徴

三
　
当
該
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
に
係
る
措
置
の
内
容
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
　
当
該
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
に
係
る
措
置
を
と
る
理
由

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
関
税
・
外
国
為
替
等
審
議
会
へ
の
諮
問
等
）

第
二
条
　
財
務
大
臣
は
、
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
に
係
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
関
税
・
外
国
為
替
等
審
議
会
に
諮
問
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
連
携
協
定
に

基
づ
く
報
復
関
税
に
係
る
措
置
を
直
ち
に
と
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
財
務
大
臣
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
て
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
に
係
る
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
、
当
該
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
に
係
る
措
置
の
内
容
を
関

税
・
外
国
為
替
等
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
一
一
日
政
令
第
二
〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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